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（４）－２　社会参加（地域づくり）

健康のために取り組み、心がけていることで、「地域活動への参加」は2.5％となっています。

資料：平成30年度市民意識アンケート報告書
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資料：平成28年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
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社会参加活動について

社会参加活動については、参加者として「是非参加したい」「参加してもよい」が合計で52.7％、「参加
したくない」が38.3％となっています。

地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進める
としたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか。

地域活動やボランティア活動に参加していない人の割合は64.6％となっています。

資料：平成30年度市民意識アンケート報告書
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資料：平成28年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

地域のつながりを保つために必要だと思うことは「生活で困ったことを気軽に相談できる相手・場」が
最も多く48.2％、次いで「近所での助け合い」が42.4％となっています。

生活で困ったことを気軽に相談できる相手・場
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地域での見守り活動の充実

近所の人との交流の機会・場

住んでいる地域のイベントや活動の情報

その他

無回答

生活で困ったことを気軽に相談できる相手・場

近所での助け合い

地域での見守り活動の充実

近所の人との交流の機会・場

住んでいる地域のイベントや活動の情報

その他

無回答
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15.115.1

00 2020 4040 6060 8080 100100（％）（％）

地域のつながりを保つために必要と思うこと

地域で自分らしく暮らし続けるためには、地域のつながりが重要です。
つながりを保つためには、どんなものが必要だと思いますか。（２つまで）
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３　計画の策定体制等

（１）新発田市健康長寿検討会議　
　①規程
　　　（設置）
　　第	１条　市民が住み慣れた地域で、元気で、健康に暮らし続けられる、「健康長寿のまち　し

ばた」の実現に向け、健康長寿アクティブプランを策定するため、健康長寿検討会議（以下「検
討会議」という。）を設置する。

　　　（所管事項）
　　第２条　検討会議の所管事項は次のとおりとする。
　　　⑴健康長寿アクティブプランの策定に関すること。
　　　⑵健康長寿アクティブプランの見直しに関すること。
　　　⑶その他、健康長寿アクティブプランに係る重要事項に関すること。
　　　（組織）
　　第３条　検討会議は、委員30人以内で組織する。
　　２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
　　　⑴食（栄養・食生活）に関係する団体に属する者
　　　⑵運動（体力づくり・介護予防）に関係する団体に属する者
　　　⑶医療（健康診断・治療・介護）に関係する団体に属する者
　　　⑷社会参加（生きがい、地域づくり）に関係する団体に属する者
　　第	４条　委員の任期は１年とする。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。
　　　（委員長及び副委員長）
　　第５条　検討会議に委員長及び副委員長各一人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
　　２　委員長は、検討会議を代表し、検討会議を統括する。
　　３	　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代行する。
　　　（会議）
　　第６条　検討会議は、委員長が招集し、議長となる。
　　２　検討会議は、委員長の判断により、委員の一部をもって開催することができる。
　　３　検討会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
　　４	　検討会議に必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞く

ことができる。
　　　（庶務）
　　第７条　検討会議の庶務は、健康推進課及び高齢福祉課において処理する。
　　　（その他）
　　第８条　この規程に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

資料：平成28年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

地域のつながりを保つために、自分ができると思う活動は「近所での助け合い（ごみ捨て、買い物等）」
が最も多く28.9％、次いで「活動してみたいが何ができるかわからない」が24.6％となっています。

近所での助け合い（ごみ捨て・買い物等）

活動してみたいが何ができるかわからない

生活で困ったことを気軽に相談できる相手

地域での見守り活動

近所の人との交流の機会・場づくり

活動したいとは思わない

住んでいる地域のイベントや活動の情報発信役

その他

無回答

近所での助け合い（ごみ捨て・買い物等）

活動してみたいが何ができるかわからない

生活で困ったことを気軽に相談できる相手

地域での見守り活動

近所の人との交流の機会・場づくり

活動したいとは思わない

住んでいる地域のイベントや活動の情報発信役

その他

無回答

28.928.9

24.624.6

21.021.0

17.317.3

16.716.7

11.611.6

2.52.5

1.51.5

16.116.1

00 2020 4040 6060 8080 100100（％）（％）

地域のつながりを保つために、自分ができると思う活動

地域で自分らしく暮らし続けるためには、地域のつながりが重要ですが、地域のつながりを保つために、あなた
はどのような活動ができますか。（２つまで）

地域活動に参加している内容としては、「自治会（まつり、清掃、除草など）」が最も多く、61.8％となっ
ています。「自治会」活動が、地域活動参加へのきっかけとして期待されます。

資料：平成30年度市民意識アンケート報告書

自治会
（まつり・清掃・除草など）

61.8％

自治会
（まつり・清掃・除草など）

61.8％自主防災
18.5％
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18.5％
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3.1％

子ども会
3.1％
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老人クラブ
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NPO法人
1.5％
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1.5％

その他
7.4％
その他
7.4％

参加した地域活動の内容
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③策定に係る指導助言
　・国立保健医療科学院　生涯健康研究部長　　横山　徹爾
　・新潟医療福祉大学　医療経営管理学部教授　石上　和男

④開催状況
　第１回　令和元年５月30日（木）
　第２回　令和元年12月３日（火）　
　第３回　令和２年２月６日（木）

委員名 役職名 附属機関、関係機関等名 備　　考

佐々木一圭 委員長 新発田市健康づくり推進協議会 新発田北蒲原医師会
新発田支部長

長島　節志 新発田市歯科保健推進協議会 新発田市歯科医師会長

神田　敬一 新発田市自殺対策会議 新潟いのちの電話後援会
下越支部長

磯部　洋介 新発田市介護保険運営協議会

鈴木　法子 新発田市地域ケア推進会議

金山　愛子 新発田市子ども・子育て会議

本間　直志 新発田市スポーツ推進審議会

石坂　　誠 敬和学園大学

寺内　美奈 新潟職業能力開発短期大学校

柴田　宏行 ハローワーク新発田（新発田公共職業安定所）

阿部　俊幸 新発田地域振興局　健康福祉環境部
（新発田保健所）

桂　　重之 一般社団法人　下越薬剤師会

片桐　　隆 新発田市自治会連合会

小出　隆一 新発田青少年健全育成市民会議

臼井　茂夫 新発田市文化団体連合会

髙橋　次夫 副委員長 新発田市民生委員児童委員連合会

髙澤　榮松 新発田市老人クラブ連合会

熊谷　　清 新発田市保健自治会

本間タエ子 新発田市
食生活改善推進委員協議会

高山　廣伸 めざせ100彩健康づくり
推進実行委員会

加藤　康弘 新発田商工会議所

川村　尚史 新発田市小学校長会、新発田市中学校長会

下條　尚子 社会福祉法人
新発田市社会福祉協議会

小柳　龍史 公益社団法人
新発田地域シルバー人材センター

長島　智之 新発田地区居宅介護支援事業者
連絡協議会

　②委員名簿
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（２）健康長寿庁内連絡調整会議　
　　①規程
　　　（設置）
　　第	１条　乳幼児から高齢者までのライフステージに合わせ、「食」「運動」「医療」「社会参加」

の四つの分野を横断的かつ効果的に連携させるため、健康長寿庁内連絡調整会議（以下「調整
会議」という。）を設置する。

　　　（所管事項）
　　第２条　調整会議の所管事項は次のとおりとする。
　　　⑴健康長寿アクティブプラン策定のための連絡調整に関すること。
　　　⑵新発田市健康長寿検討会議の意見の聴取に関すること。
　　　⑶その他、健康長寿に係る重要事項に関すること。
　　　（組織）
　　第３条　調整会議は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
　　２　委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
　　３	　委員は、みらい創造課、市民まちづくり支援課長、健康推進課長、スポーツ推進課長、保

険年金課長、高齢福祉課長、こども課長、社会福祉課長、新発田駅前複合施設長、商工振興
課長、教育総務課長、学校教育課長、中央公民館長及び青少年健全育成センター長をもって
充てる。

　　　（委員長及び副委員長）
　　第４条　委員長は調整会議を統括する。
　　２	　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代行する。
　　　（会議）
　　第５条　調整会議は、委員長が招集し、議長となる。
　　２	　委員が事故等により欠席となる場合には、当該委員が指名した者を代理者として出席させ

ることができる。
　　３　調整会議は、その内容により、委員の一部をもって開催することができる。
　　４	　調整会議に必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞く

ことができる。
　　　（庶務）
　　第６条　調整会議の庶務は、健康推進課及び高齢福祉課において処理する。
　　　（その他）
　　第７条　この規定に定めるもののほか、調整会議の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

③開催状況
　第１回　平成31年２月26日（火）
　第２回　令和元年５月14日（火）
　第３回　令和元年６月28日（金）
　第４回　令和元年９月25日（水）
　第５回　令和元年11月19日（火）

　②委員名簿

所属・役職名 備　　考

副市長 委員長

みらい創造課長 副委員長

社会福祉事務所長（社会福祉課長）

市民まちづくり支援課長

スポーツ推進課長

保険年金課長

こども課長

新発田駅前複合施設長

商工振興課長

教育総務課長

学校教育課長

中央公民館長

青少年健全育成センター所長

健康推進課長 事務局

高齢福祉課長 事務局
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「食」

◎みらい創造課　
　こども課
　商工振興課
　教育総務課
　高齢福祉課
　健康推進課

事務局：健康推進課、高齢福祉課

「運動」

◎スポーツ推進課　
　市民まちづくり支援課
　こども課
　学校教育課
　中央公民館
　高齢福祉課
　健康推進課

「医療」

◎健康推進課　
　保険年金課
　こども課
　社会福祉課
　商工振興課
　高齢福祉課

「社会参加」

◎高齢福祉課　
　市民まちづくり支援課
　社会福祉課
　新発田駅前複合施設
　商工振興課
　中央公民館
　青少年健全育成センター
　健康推進課

（３）ワーキング部会
　健康長寿に関連する分野を「食」「運動」「医療」「社会参加」の４つに分け、それぞれに分科会を設け、
各課等の事業を庁内横断的かつ効果的に連携させるための実務担当者会議を開催しました。健康長
寿庁内連絡調整会議の指示により各部会長が会議を招集し、実務担当者で検討しました。

②開催状況
　食部会　　　　第１回　平成31年４月24日（水）
　　　　　　　　第２回　令和元年８月１日（木）
　　　　　　　　第３回　令和元年８月26日（月）

　運動部会　　　第１回　平成31年４月24日（水）
　　　　　　　　第２回　令和元年８月１日（木）
　　　　　　　　第３回　令和元年８月26日（月）

　医療部会　　　第１回　平成31年４月23日（火）
　　　　　　　　第２回　令和元年８月２日（金）
　　　　　　　　第３回　令和元年８月28日（水）

　社会参加部会　第１回　平成31年４月23日（火）
　　　　　　　　第２回　令和元年７月31日（水）
　　　　　　　　第３回　令和元年８月26日（月）

①組織体制
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